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1. 事業の目的 

(1) 本事業の背景・目的 

キャッシュレス社会の実現を目指して、2019 年 6月の「成長戦略フォローアップ」で掲げられた「2025

年 6月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とする」目標及び、2018 年 4月の「キャッシュ

レス・ビジョン」で掲げられた「将来的には、世界最高水準の 80%を目指していく」目標に向け、産学官一

体となってキャッシュレス化の推進がなされている。これまで、「キャッシュレス・ビジョン」においてキ

ャッシュレス社会の必要性が提言され、同年 7月に(一社)キャッシュレス推進協議会が設立されるなど、キ

ャッシュレス化に向けた取組がなされてきた。政府においては、2019 年 10月の消費税率引上げに併せて

「キャッシュレス・ポイント還元事業」を実施し、消費者のキャッシュレス利用の促進と中小・小規模事業

者におけるキャッシュレス環境の整備を進め、当該事業終了後も引き続き、キャッシュレス普及に取り組ん

でいる。 

キャッシュレス化を更に推進する観点から、消費者が安全・安心にキャッシュレスを利用できる環境整備

がますます重要となっている。近年、災害が多発する中で、災害時には金融機関や ATMで両替・入出金を行

うことが困難になる場合があるため、災害時に現金と共にキャッシュレス決済手段を利用できることは店

舗・消費者の双方にとって助けとなると思われる。実際、過去の災害においては、現金とともにキャッシュ

レス決済を使えるようにして欲しいとの声があった。また、キャッシュレス決済は、現金決済に比べて衛生

的であり、新型コロナウイルス等の感染症の蔓延しにくい環境の構築につながるとされ、衛生環境の維持が

必要な災害時においてもキャッシュレス決済を利用できるようにすることは衛生面でもメリットがあるよう

に思われる。実際、安倍前首相が 2020年 5月 4日に発表した「新しい生活様式」でも、買い物における電

子決済の利用が推奨されている。 

一方で、電源や通信環境が途絶することで、キャッシュレス決済を利用できなくなるのではないかという

不安の声も存在し、それが消費者のキャッシュレス決済の利用を躊躇する要因の１つとなっている。災害時

でも安全・安心にキャッシュレスを利用できるよう、災害時に起こりうる停電や通信システムの障害にも耐

性のあるキャッシュレス環境が求められる。特に店舗では、停電・通信障害時のキャッシュレス決済の利用

は少なく、災害時でも日常品をキャッシュレスで購入したい消費者のニーズに応えていくためには、災害時

の特別なオペレーションを予め整備しておく必要がある。 

このため本事業では、大地震や巨大台風などの災害発生時に、停電や通信障害等によりキャッシュレス決

済を利用できなくなるリスクがある現状を改善し、平時から消費者により安心してキャッシュレス決済を利

用いただける環境の構築を目的として、災害時の特別なキャッシュレス決済の運用方法について実証・調査

を行う。 

 

(2) 事業の実施概要 

 本事業においては上記の目的に照らし、「災害対策に関する検討の実施」、「対策方法の実証・調査」、

「対策方法の周知の検討」を行った。加えて、これらの実施事項と結果を整理した事業報告書を作成した。

事業の全体像は、図表 1に示す通りである。 

 災害対策に関する検討の実施 

学識者、被災自治体、業界団体、決済事業者、端末メーカー、小売企業、消費者団体等関係者から構

成される検討会を開催し、キャッシュレス決済を災害時においても利用するための業務運用を検討し

た。 

 対策方法の実証・調査 

検討会にて検討した災害時の業務運用について、実現性を検証するための実証を行った。実証によっ

て明らかになった課題については、検討会にて再度議論し、業務運用の改善に取り組んだ。 

 対策方法の周知の検討 
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さらに、クレジットカード決済と異なり、コード決済に関しては、モバイル通信が可能であることも前提

となる。 

図表 8 災害・利用者・店舗の前提(クレジットカード決済) 

 

 

図表 9 災害・利用者・店舗の前提(コード決済) 

 

 

④ クレジットカード決済に係る検討結果 

ア.  本事業で深掘り検討する業務運用 

クレジットカードの災害時業務運用方法を選定するにあたり、まずは災害時に発生する問題とその対策を

整理した。 

災害によって停電や通信障害が発生すると、クレジットカード決済においては、POSレジを利用した取引

情報の入力ができない、端末を利用したカード情報の読み取りやオーソリゼーションができない、カード会

社へ取引情報・カード情報の送信ができないといった問題が発生する。 
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図表 10 通常時のクレジットカード決済プロセスと災害時に発生する問題 

 

 

これらの問題への対策としては、通常時から災害・障害に強い方法を予め導入しておくアプローチと、災

害発生後に通常と異なる方法に切り替えるアプローチが考えられる。 

前者には、予備電源、無線通信、タンキング可能端末など、通常時・災害時問わず利用可能な方法が該当

する。これらは災害対策として機能するものではあるが、利用に要するコストや、通信などの安定稼働性等

を考慮する必要がある。また、どのような店舗でも安心かつ容易に利用できるキャッシュレス決済という観

点ではハードルが高いことに加え、すでに利用されている方法であるため国の事業として実証する内容が多

くない。そのため、本事業で深掘り検討する業務運用の対象にはしないこととした。 

図表 11 通常時・災害時問わず利用可能な方法 

 

 

後者としては、以前は一般的であった紙伝票を用いた運用(以降、"紙運用"と呼ぶ)、を代替手段とする方

法が、災害時にも実行性・即効性が高く最有力であった。これには昨年度、日本クレジットカード協会が事

務局となって実施した国際ブランド検討会において、社会インフラを担う業界としての責務を果たすこと、

キャッシュレス化進展による業界の発展を目指すことを目的に、検討されてきた経緯がある。 
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災害時にも機能させる

ための方策 

災害時にもコード決済を機能させるために、店舗側が取りうる手段を整理 

本事業との整合性 本事業の前提となっている災害の状況と合致しているか、また、他決済手段へ

の応用可能性があるか、という評価軸で整理 

 

まず、コード決済の決済プロセスと決済種別を整理した。 

決済プロセスは大まかには「アプリへのチャージ等の事前準備→商品の購入→店舗への精算」という流れ

となっている。事前準備では主に銀行口座やクレジットカードからチャージする方法やクレジットカードを

紐づける方法等があり、提示方法によって、店舗提示型(以下、MPM)と利用者提示型(以下、CPM)に分けら

れ、MPM はさらにコードの形態によって動的と静的に分けられる。したがって、コード決済では、動的

MPM、静的 MPM及び CPMという 3種類の方法が普及している。 

動的 MPM及び CPM は利用者のスマホ以外にも商用電源や店舗回線が必要である一方、静的 MPMは利用者の

スマホだけで運用可能な点が特徴として異なる。そのため静的 MPMであれば、大規模なシステム導入・改修

を行わずとも、店舗の停電及び LAN通信障害下においても通常通り機能させることができる。 

図表 16 通常時・災害時問わず利用可能な方法 

 

 

2つ目の観点として、災害時にも機能させるための方策を整理した。 

クレジットカード決済の場合と同様に、予備電源、無線通信、タンキング可能端末など、通常時・災害時

問わず利用可能な方法が該当する。これらは災害対策として機能するものではあるが、利用に要するコスト

や、通信などの安定稼働性等を考慮する必要がある。また、どのような店舗でも安心かつ容易に利用できる

キャッシュレス決済という観点ではハードルが高いことに加え、すでに利用されている方法であるため国の

事業として実証する内容が多くないと考えられる。 
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図表 17 通常時のコード決済プロセスと必要なインフラ等 

 

 

最後に、本事業との整合性も考慮し、取りうる全ての災害対策を整理したのが図表 18である。 

静的 MPMのコード決済を用いる方法は、商用電源や店舗回線への依存度合いが低く、幅広い店舗・決済事

業者への導入可能性があり、マニュアル化・業界標準化に向けて実証をする意義もあることから、他の対策

よりも優先して深掘り検討することに決定した。 

図表 18 本事業で対象とする業務運用の選定 

 

 

イ.  災害時の業務運用 

災害時における、静的 MPMでのコード決済に係る業務運用は、図表 19と図表 20に示す通りである。 
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※ 本部での業務は基本的に各決済事業者のマニュアルを参照いただくも

のの、店舗・本部どちらで実施するか各社判断としているキャンセ

ル・返品については記載 

業務の流れ 

(概略図) 

開店前の準備～決済時の手順＋取消時の手順の大まかな流れ 

手順 具体的な手順 

※ 文字数を少なくし、必要に応じて画像等で説明を補完 

 

エ.  消費者向け説明書き 

コード決済の静的 MPM は通常時にも存在している運用ではあるものの、POSレジを利用している大手コン

ビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアは CPMを導入している場合が多い。そのため、店

員や消費者が静的 MPM に慣れていないケースも多いと考えられる。さらに実際の災害時には、消費者が店員

に対して静的 MPMの利用方法について質問することや、その結果普段静的 MPMで決済を行っていない店員が

回答に窮することが懸念される。この状況は消費者・店員の双方にとって負担となる。 

こうした背景を踏まえ、クレジットカード決済と同じく、消費者向け説明書きを作成し、静的 MPMを用い

た決済の流れを理解できるようにした。なお、災害時運用マニュアルと同様に、各社の運用方針に合わせて

修正できるよう業界標準のものとしてデータで配布する予定である。 

また、検討会委員として参画している小売企業にヒアリングした結果、積極的に活用する意向のある企業

と、かえって消費者からの質問が増えることを懸念する企業に見解が分かれたため、利用は任意とする。

(前者の企業では、レジ待ちの行列に並ぶ消費者に配布することを想定していた) 

図表 22 消費者向け説明書き 
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⑦ ご参考：災害対策の具体例 

本事業で深掘り検討する業務運用を比較検討した際にも一部言及したが、災害時にもキャッシュレス決済

を利用できるようにする方法は複数存在する。そのため、ここでは災害対策を行う小売企業向けの参考情報

として、検討会で検討した方法の他にも、追加調査した情報を含めて、災害時にキャッシュレス決済を利用

するための方法について紹介する。 

災害対策は主に、①オフラインで行う、②利用者のスマホのみで完結する、③店舗がモバイル端末を用い

る、④バックアップの電源・通信で通常時の運用を行う、の 4つに分類できると考える。これをさらに、電

源・通信・決済で用いる手段ごとに整理した。 

①の紙運用やオフライン端末、②の静的 MPMの場合には、利用可能な決済手段が限定されるが、その他の

災害対策では幅広い決済手段に対応しており、通常時から使用できるものが多い。 

図表 23 災害対策の分類ごとの整理 

 

 

上述した災害対策のうち、本事業で深掘り検討しておらず、かつ一般的に用語が知られていないと思われ

る②の「セルフ決済アプリ」と、③の「ハンディ決済端末」「mPOS」「CPoC」について説明する。 

セルフ決済アプリは、利用者自身のスマホに入れることで、商品のバーコードを読み取りから決済までを

自ら実施できるアプリのことである。レジに並んで会計をする必要がないため、店舗業務の効率化や新型コ

ロナウイルス感染症対策の観点から導入を進めている小売企業がある。 

ハンディ決済端末は、クレジットカード・コード決済・電子マネー等、様々な決済手段に 1台だけで対応

可能な端末のことである。バッテリーとモバイル通信機能を内蔵しているため、持ち運びも可能である。 

mPOSは、アプリを入れたタブレットやスマートフォン等と組み合わせ、クレジットカード決済やコード

決済、電子マネー決済等を行うことができる端末、システムのことである。組み合わせるアプリや利用方法

によっては POS機能を利用することもできる。日本国内の中小小売企業にも導入が進んでいる。 
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最後に CPoC は、専用のアプリを入れた店舗のスマホと利用者のスマホ(もしくは利用者のクレジットカー

ド)を近づけることで、決済できる仕組みのことである。クレジットカードのタッチ決済(NFC)に対応してい

るスマホであることが条件となる。日本国内の小売企業にはまだ導入されていないものの、VISA社の「Tap 

to Phone」サービスは米国や欧州など 15以上の国で提供が始まっており、日本の交通機関での実証も進め

られている。今後、中小小売企業にとっても導入を検討しやすい仕組みになる可能性がある。 

図表 24 災害対策の具体例 

 

 

また、このような災害時にもキャッシュレス決済を利用できる対策を実際に導入している小売企業の事例

を一部紹介する。 

 

ア.  イオングループ 

 電源の確保 ・・・分類④に関連 

イオングループでは、具体的な数値目標を掲げて、エネルギー使用量の削減(へらそう)や、再生可能エネ

ルギーの創出(つくろう)、地域を守る生活インフラ機能の保有(まもろう)などに取り組む「イオンの ecoプ

ロジェクト」を推進している。その取組の一環として、全国 100ヵ所の店舗に自家発電設備(コンジェネ発

電機)の設置を進めている。自家発電機により、停電時にも営業を継続し、地域のライフラインとしての役

割を果たすことを目指している。 

また、持ち運び可能な発電機や電源ドラムを利用することにより、店先での営業も可能である。災害発生

時に対策本部や代替対策本部に指定している施設では、停電時に発電機を用いて館内に電力を供給するため

のマニュアル整備や防災訓練を実施し、地域の防災拠点として運用を開始している。 
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加えて、全国の電力会社 10社と「災害時における相互支援に関する協定」を締結している。これによ

り、電力会社保有の低圧発電機車から電気の供給を受ける体制を整えている。一方、イオングループ側から

は、電力会社に対して支援物資の提供および復旧拠点設営用のスペースを貸与する。令和元年台風 15号の

際には、本協定に基づきイオンモール木更津・イオンモール成田の駐車場スペースを提供し、早期の電力復

旧を支援した。 

 

 通信の確保 ・・・分類④に関連 

電源の確保と同様に、通信会社各社とも「災害時における通信の確保のための相互協力に関する協定」を

締結している。これにより、イオングループの施設が避難所に指定された場合、通信会社は可搬型基地局な

どの通信機器を設置することや、無料 Wi-Fiサービス・充電サービスを提供することとなっている。一方、

イオングループ側からは通信会社に対して、ネットワークインフラの復旧活動のための拠点としてイオング

ループの敷地を貸与する。 

図表 25 電源・通信の確保の様子(イオンリテール提供) 

 

 

 店内以外での営業 

地震などの際に、被災者の避難スペースとして利用できる緊急避難用大型テント(バルーンシェルター)の

配置を進めている。これは停電などの影響により、店内での営業が難しい場合に店頭で営業を行うためにも

有効である。令和元年台風 15号の際にも一部店舗で活用された。 

また、令和元年台風 15号の際には、自治体からの要請を受けて、周辺地域の山間部や公民館・自治会館

などで移動販売車により販売も行った。同時に、イオンフィナンシャルサービスの子会社であるイオン銀行

は、停電中のため店頭販売を実施していたイオンモール木更津に移動 ATM車を派遣することで、消費者の利

便性向上に取り組んだ。 
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図表 26 店頭販売や移動販売車での販売の様子(イオンリテール提供) 

 

 

イ.  ウエルシア薬局 

 電源の確保 ・・・分類④に関連 

店舗が停電した際にも店舗のレジや調剤業務用の機器(分包機)を稼働させることを目的として、自動車の

バッテリー電源(12V)を 100Vに変換するインバーターを設置している。設置場所は、24時間営業店舗の約

350 店と、エリアマネージャー等の社有車の約 150台である。 

図表 27 インバーターおよびレジとの接続の様子 (ウエルシア薬局提供) 

 

 

 通信の確保 ・・・分類④に関連 

LTE(次世代高速携帯通信規格)のバックアップ回線を全店舗(約 2300 店)に設置している。 

 

 連絡体制の整備 

消防法に則り、緊急時の連絡網を整備するとともに、訓練を定期的に実施している。 

本社および支社には衛星電話を導入することにより通信障害時にも安定した通話を確保し、全従業員に対

してはスマホのアプリを利用した安否確認を徹底している。 

さらに、アプリ(LINE WORKS)を利用して、本社の災害対策本部と関係者(店舗や関連部署等)間で、地域や

店舗の被災状況を正確に把握・共有することに努めている。令和元年台風 19号の際にも利用した実績があ

る。 
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ウ.  ローソン 

 スマホレジの導入 ・・・分類②に関連 

利用者のスマホだけで商品の読み取りから決済まで完結するアプリ「スマホレジ」を、全国 100店舗以上

に導入している。店舗の電源・通信に依存しないため、利用者のスマホが機能していれば災害時にも利用で

きると考えられる。さらに、現在は店舗内での利用に限定しているが、後述する移動販売車など屋外での販

売時などに利用シーンを拡大する可能性もある。 

図表 28 スマホレジの使い方 (ローソン ホームページより) 

 

 

 電源の確保 ・・・分類④に関連 

地震や台風などの影響で大きな店舗被害は無くとも、長期停電により営業の継続が困難になる店舗が多く

あった経験を踏まえ、災害対策の一環として小型発電機を全国の支店・エリアオフィスなどの事務所に配備

している。これにより、通信が確保できていても停電が原因で POSレジが利用できない状況を解消し、通常

通り営業できる体制を構築している。 

 

 移動販売車による営業 

震災時には、被災地支援のため、被災地域内の店舗の早期再開を目指すとともに、移動販売車による販売

も実施している。 

令和元年台風 15号の際には移動販売車で、被災地である千葉県南房総市にて、おにぎりや水などの商品

を販売した。同年の台風 19号では、被災した長野・福島・宮城 3県で希望のあった避難所 18ヵ所にスイー

ツを無償で提供し、栃木県と長野県において移動販売車で商品を販売した。また、NTTドコモより貸与され

た急速充電器を設置し、携帯電話の充電サービスも実施した。 
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図表 29 小型発電機、緊急救援物資輸送車輛、移動販売車 (ローソン ホームページより) 

 

 

(2) 対策方法の実証・調査 

① 実証の前提 

検討会にて検討した災害時の業務運用について、実現性を検証するための実証を行った。 

実証では、実際に災害時運用を実施することでしか検証できない事項に限定し、一方で災害時運用によっ

て生じる損失の試算(特にクレジットカードの紙運用)に関しては、実証ではなくデスクリサーチやヒアリン

グで得た情報を活用した。 

 

② 実証店舗・地域の選定方針 

実証先の選定にあたっては、①自治体の立ち位置、②実証する店舗規模、の 2つの観点を考慮する必要が

ある。この 2点の組み合わせのうち、全国展開しやすい店舗数店で実施するパターン(A)と商店街などで中

小の小売店舗群を対象に実施するパターン(B)を比較検討した。その結果、自治体起点で小規模店舗を巻き

込むことの難しさがあり、かつ、大手チェーン店の方が事業継続計画の整備等により災害時にも営業可能な

状態が保てている可能性が高いこと及び全国への展開性が高いことから、本事業ではパターン Aの実証を優

先して検討する方向となった。 

図表 30 実証先の選定に係る観点 
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図表 31 実証のパターン 

 

 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの一般市民に参加を呼びかけて実証店舗に集め

るような大規模な実証は避ける必要があった。この状況を踏まえて、実証を実施する小売企業および店舗の

数は最小限とし、利用者役は一般募集せず事務局および小売企業の社内人員のみで賄った。 

 

③ クレジットカード決済の実証 

 検証テーマ 

前述の通り、クレジットカード決済の災害時運用については、「通常は実施していない紙伝票への記録・

送付等の処理を実施できるか」という点の確認に、実証の目的を絞ることとした。 

これを踏まえ、実施主体別に業務運用の実現性を考慮する際の視点を整理し、実証での検証テーマを「リ

スクコントロールのためのチェック方法は妥当か」「紙伝票を用いた運用において、情報の記録・伝達に支

障が無いか」「紙伝票の仕分け・送付の方法や役割分担は妥当か」「一連の業務運用にかかる負荷はどの程

度か(所要時間や初めて紙運用を行う人にとっての難易度)」の 4点に決定した。 

図表 32 実証における検証テーマの整理 

 

 

 実証の実施概要 

検証テーマ 4点に基づき、単価確認から取消処理までの工程について、小売企業 2社で合計 57件の実証

を行った。決済可否の確認のみならず、関係者へのヒアリングを通じて分かりにくい点や負担に感じられた

点を明らかにすることで、業務運用の実効性や改善点を検証した。 
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図表 33 ご参考：実証の様子 

 

 

 結果の概要、課題 

検証テーマ 4点のうち、リスクコントロールおよび紙伝票での記録・伝達は概ね実施できた。一方で、紙

伝票の記入・仕分けは利用者と小売企業双方にとって負担が大きい部分があるため、運用の再検討が必要と

考えられる。 

図表 34 実証結果の概要、課題 
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④ コード決済の実証 

 検証テーマ 

前述の通り、コード決済の災害時運用については、「通常 CPMを導入している店舗が MPMに切り替えて運

用を回すことができるか」という点の確認に、実証の目的を絞ることとした。 

これを踏まえ、実施主体別に業務運用の実現性を考慮する際の視点を整理し、実証での検証テーマを「店

舗・利用者が災害時を想定して、業務運用を回し、決済を完遂できるか (難易度・負荷の面で)」「決済事

業者が、災害用 JPQR で決済された内容を正しく認識できるか」「店舗からの連絡を受けて、小売企業本

社・決済事業者が取消等の必要な取引を特定できるか」の 3点に決定した。 

図表 35 実証における検証テーマの整理 

 

 

 実証の実施概要 

検証テーマ 3点に基づき、単価確認から取消処理までの工程について、小売企業 2社で合計 64件の実証

を行った。決済可否の確認のみならず、関係者へのヒアリングを通じて分かりにくい点や負担に感じられた

点を明らかにすることで、業務運用の実効性や改善点を検証した。 



29 

 

図表 36 ご参考：実証の様子 

 

 

 結果の概要、課題 

検証テーマ３点に対して大きな問題点はなかったため、静的 MPMを用いた災害時運用は実現可能なものと

考えられる。ただし、より多くの人にとって効率的に運用可能とするためには、店舗でのオペレーションや

コードの表示方法を工夫する余地があることが明らかになった。 

図表 37 実証結果の概要、課題 
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図表 41 消費者向けパンフレット  

 

 「災害時キャッシュレスステッカー」の概要 

・ 「災害時キャッシュレスステッカー」を貼っている

店舗は災害時でもキャッシュレス決済が使えるよう

に対策をしていることを伝える 

 

 災害時キャッシュレスステッカーの申請店舗一覧 

・ 具体的な店舗一覧は Webサイトを参照いただく想定 

・ 店舗は業種ごと等で確認できるようにし、消費者が

求めている商品が売っている店舗を探しやすくする 

 

 消費者へのメッセージ 

・ 災害時に手元の現金が不足して困らないよう、自身

の生活スタイルに合った決済手段を普段から使用し

て慣れておくことを推奨 

 

 

③ 店舗向け周知媒体 

幅広い中小小売店舗の事業主に対して、災害時キャッシュレスステッカーの存在を理解していただくだけ

でなく、ステッカーを貼るメリットを訴求することも目的とする。そのため、ステッカーの概要・メリット

の説明に加えて、申請方法についてもパンフレットに盛り込んだ。 
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(4) 本事業全体に係る事項 

災害時にもキャッシュレス決済を使える環境を構築するためには、各分科会において深堀検討した災害時

運用を適用する以外にも、店舗が mPOSやハンディ決済端末のような災害時にも平常時にも使える手段を導

入しておくことや、消費者が平常時からキャッシュレス決済に慣れておくことも有効であることがわかっ

た。店舗に対して災害時にもキャッシュレス決済を使える手段を周知することや、消費者に対してキャッシ

ュレス決済のさらなる普及促進を行うことの重要性を確認した。 

 

4. 残課題および今後の検討事項 

(1) クレジットカード決済に係る事項 

今後の運用に向けては、業務運用詳細の確定、損失補填スキームの運用に必要な事務局機能、加盟店やカ

ード会社に対する災害時運用への参加の呼びかけ、ルール及び業務運用変更の体制構築等について、更に検

討を深めていく必要がある。 

 

(2) コード決済に係る事項 

災害時運用の実現に向けては、まず CPMを利用している店舗(大手小売チェーン中心)を対象として災害時

運用の適用を進めていく方針である。そのため次年度以降、経済産業省から、コンビニエンスストア・スー

パーマーケット・ドラッグストアなど災害時に消費者のニーズが高いと思われる大手チェーンに対し、災害

時運用の適用を呼びかけていく。 

災害時運用の適用にあたっては、既存契約の範囲内で静的 MPMを追加導入できない場合が考えられるた

め、必要に応じて決済事業者と追加の契約を締結いただく。そのうえで、キャッシュレス推進協議会にて、

大手チェーン 1社に対して数十枚程度の JPQR を発行することを想定している。 

図表 45 災害時運用実現に向けてのタスク  
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上述したタスクを実施するためには、大手チェーンにおける適用率向上や、具体的な申請手順、適用範囲

拡大について先んじて検討する必要がある。 

次年度以降は、本事業のような形態で検討会は開催されない予定ではあるが、業界関係者を中心として詳

細の検討を引き続き実施する。 

図表 46 災害時運用実現に向けての検討事項  

 

 

(3) クレジットカード決済・コード決済共通の事項 

今年度作成した「災害時キャッシュレスステッカー」は今後、店舗への普及を進めることに加えて、消費

者に申請店舗の情報を広く・正しく伝える工夫が求められる。 

具体的には、申請店舗を地域別にリスト化し、経済産業省の HPなどで公表することによって、消費者が

災害時にスマホで閲覧できるとよい。 

さらに、店舗のカテゴリーや決済可能手段もリスト上に併記することで、消費者が探している情報を見つ

けやすくすることができるとなおよい。 

 

(4) 他の決済手段に係る事項 

災害時にもキャッシュレス決済を利用できる環境をさらに広げるため、両分科会で検討した災害時業務運

用が、電子マネー、デビットカード等、他のキャッシュレス手段にも応用可能か検討した。結果は以下の通

りである。 

 電子マネー(支払いタイミング問わず)、プリペイドカード(前払い) 

決済の仕組みやタイミングが異なるため、今年度検討した災害時運用(コード決済:静的 MPM、クレジット

カード:紙運用)を応用することは難しい。 

 デビットカード(即時払い) 

即時払いでは残高の確認が必要となるため、クレジットカードと同様の紙伝票による運用を応用すること

は困難である。さらに、規制法が異なることも考慮が必要である。 
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上記を踏まえ、他の決済手段に対して今年度検討した QRコード決済・クレジットカード決済の災害時運

用をそのまま転用することは難しいことが分かる。そのため、オフライン端末や予備電源、無線通信等、別

の手段で電源・通信を確保することが現実的な運用と考えられる。 

 

 

以上 




